
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

二

五

二

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
五
二
号

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
疑
惑
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
過
去

の
取
り
組
み
並
び
に
現
在
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
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員
浅
野
貴
博
君
提
出
検
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に
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る
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裏
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流
用
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に
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に
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る
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弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

検
察
庁
の
調
査
活
動
費
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と

考
え
て
い
る
。
お
尋
ね
の
う
ち
、
菅
�
人
衆
議
院
議
員
の
政
治
家
個
人
と
し
て
の
活
動
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府
と

し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

四
に
つ
い
て

「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
は
、
今
般
の
大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
に
お
け
る
一
連
の
事
態
を
踏
ま
え
、
検
察
の

再
生
及
び
国
民
の
信
頼
回
復
の
た
め
、
検
察
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
幅
広
い
観
点
か
ら
抜
本
的
な
検
討
を
行
い
、
有
効
な
改

革
策
に
関
す
る
提
言
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
項
に
つ
き
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
判
断
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
事
柄
が
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
も
な
い

一



と
承
知
し
て
お
り
、
同
会
議
が
取
り
ま
と
め
た
「
検
察
の
再
生
に
向
け
て
」
と
題
す
る
提
言
に
は
、
御
指
摘
の
事
柄
に
つ
い

て
の
記
載
は
な
い
。

二


